
屋外広告物許可申請等の受付の流れ（郵送による手続き） 

 
※郵送での申請を希望される場合は、必ず事前にご相談ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

市 

① 

〇「申請に必要な図書」正本、副本 

〇「納付書、領収証書等」の返却用封筒 

（切手貼付、返信先記入） 

〇「許可証、副本」の返却用角 2封筒 

（切手貼付、返信先記入） 

上記 3点を同封の上、市に郵送する。 

②「申請に必要な図書」を審査し、手数料

を支払うための「納付書、領収証書等」

を申請時に同封された返却用封筒で返

信する。 

④ＦＡＸ等で送られてきた手数料の「領収

証書」を確認後、「許可証、副本等」を

申請時に同封された角２の返却用封筒

で返信する。 

③市から送られてきた「納付書」で市が指

定する金融機関等において手数料を振

込み後、添付している「領収証書」の写

しを市にＦＡＸ等で送信する。 

申請者 

※宛先   〒５７５－８５０１ 大阪府四條畷市中野本町 1番 1号 

                     四條畷市役所 都市政策課  

⑤「許可証、副本」を郵送で受け取る。 

※手数料は、審査終了後のお支払になりますので、事前に現金や為替などを郵送しない

でください。 


